
（平成２１年４月２２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 4 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 3 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 2 件

厚生年金関係 2 件

年金記録確認山形地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

山形国民年金 事案 232 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年３月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年３月 

    社会保険事務所で納付記録を確認したところ、申立期間について国民年

金保険料の納付事実が確認できなかったとの回答をもらった。 

    しかし、昭和 55 年１月ごろ、国民年金から厚生年金保険に切り替わった

際、私の父が「国民年金は、これまですべて納めてきたから、今後は自分

で納めろ。」と言われて保険料の納付を引き継いできた。 

    両親の申立期間の国民年金保険料は、納付済みとされているにもかかわ

らず、私の分の保険料だけが未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は、１か月と短期間であり、申立人は、昭和 55 年１月に厚生年金

保険に加入するまでの間、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付して

いる。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、社会保険事務所の記録上、昭和

43 年５月１日にＡ町に払い出され、同年５月ごろに国民年金の加入手続が行

われたことが推認でき、この時点において、昭和 43 年３月分は過年度保険料

となるものの同月分の保険料を納付することが可能であるとともに、申立人

の国民年金保険料を納付していたとする実父及び実母は、申立期間について、

保険料を納付済みであることから、申立人の保険料のみが未納とされている

ことは不自然である。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認められ

る。 



 

山形厚生年金 事案 176 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 36 年 12 月１日から 37 年 11月 10 日まで

の期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ株式会社（現在は、Ｂ株式会社。）におけ

る資格取得日に係る記録を昭和 36 年 12 月１日に訂正し、申立期間の標準報

酬月額を 9,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 34年４月５日から 37年 11月 10日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、Ａ

株式会社における申立期間の記録が無い旨の回答をもらった。 

しかし、私は、昭和 34年１月５日に入社し、平成４年４月 21日に退職

するまで、Ａ株式会社に継続して勤務していたので、申立期間について、

厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の被保険者記録及び申立人が勤務していたとする当該事業所の個

人別人事記録等から、申立期間のうち、昭和 36 年 12 月１日から 37 年 11 月

９日までの期間について、申立人がＡ株式会社に勤務していたことが認めら

れる。 

また、当該事業所が保管している「入社希望選考表」に、「昭和 36 年 12

月１日より正式入社し、同日保険も取得」と記載されている上、当該事業所

は、「申立人の入社希望選考表に記載されている正式入社の日付で厚生年金

保険に加入し、給与から厚生年金保険料の控除があったものと考える。また、

社会保険庁への保険料納付については、厚生年金保険資格取得の届出誤りも



 

想定されるため、履行していなかったと思われる。」と供述しているととも

に、元同僚の３人は、「入社後しばらくは試用期間であった。」と供述して

おり、このうち１人は「試用期間後に正式入社となってから社会保険に加入

していたと聞いていた。」旨供述しているが、この同僚の厚生年金保険は、

正式入社だったとする時期に加入していることが確認できる。 

   一方、申立期間のうち、昭和 34 年４月５日から 36 年 12月 1 日までの期間

については、当該事業所が保管している「入社希望選考表」に、「昭和 29

年 10 月１日から毎年冬期間働いており、一時、冬期間も働きを中止したこ

とがあるが、36 年 12 月１日正式入社。」と記載されていることに加え、元

同僚２人は、「申立人の家業は農業であり、繁忙期は休んでいたかもしれな

い。」と供述しており、当該期間は冬期間のみの臨時雇用であったことも否

定できない上、同事業所では、同期間に係る申立人の勤務実態を確認できる

資料が無いことから、同事業所に勤務していた事実は確認できない。 

これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間のうち昭和 36 年 12 月１

日から 37 年 11 月 10 日までの期間について、厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、申立人に係る昭和 37 年 11 月

の社会保険事務所の記録から、9,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行について、事業

主は、資格取得日を昭和 36 年 12 月１日とすべきところ、37 年 11 月 10 日と

誤って届け出たため納付していないと思われるとしていることから、その結

果、社会保険事務所は、申立人に係る 36 年 12 月から 37 年 10 月までの保険

料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 



 

山形厚生年金 事案 177 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ株式会社Ｂ工場における資格取

得日に係る記録を昭和 43 年４月 10 日に、またＡ株式会社における資格取得

日に係る記録を 44 年５月 11 日にそれぞれ訂正し、標準報酬月額を申立期間

①については２万 6,000 円、申立期間②については４万 2,000 円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43年４月 10日から同年５月１日まで 

             ② 昭和 44年５月 11日から 45年１月５日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、申

立期間について厚生年金保険に加入していた事実が無い旨の回答をもらっ

た。 

しかし、私は、昭和 38 年４月にＡ株式会社に入社以来、関連会社に出向

したことはあるものの、継続してＡ株式会社に勤務しているので、申立期

間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の被保険者記録、申立てに係る事業所から提出された社員身上調

書及び退職金手当計算書により、申立人は、Ａ株式会社に昭和 38 年４月１

日に採用され、以降平成 14 年 12 月 15 日まで継続して勤務していたことが

認められる。 

また、申立人と同様に昭和 38 年４月１日に奨学生として入社した同僚４人

は、申立人より１年前（昭和 42 年４月１日）に申立期間①に係る同社Ｂ工



 

場に赴任しているが厚生年金保険の加入記録は欠落することなく継続してい

るものの、申立人と同時期に同社Ｂ工場に赴任した同僚２人は申立人と同様

に１か月欠落していることについて、当該事業所は、「事務手続の不備によ

り厚生年金保険の加入記録が１か月欠落した。」旨回答している。 

   申立期間②について、申立人は、株式会社Ｃ（現在は、株式会社Ｄ。）に

出向しているが、同社に出向した者は申立人以外にはおらず、同僚の記録を

確認することはできないものの、昭和 44 年４月１日付けでＢ工場から他事

業所への発令があった同僚２人は厚生年金保険の加入記録は欠落しておらず

本社で資格取得しており、当該事業所は、「申立期間②については、在籍出

向であり、給与賞与は従業員として支給していたことから、厚生年金保険料

も控除していたと思われる。」旨回答している。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、両申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

   また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人の当該事業所に係る

昭和 43 年５月の社会保険庁の記録から２万 6,000 円、申立期間②の標準報

酬月額については、申立人の当該事業所に係る 45 年１月の社会保険庁の記

録から４万 2,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立期間①に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、資格取得日を昭和 43 年４月 10 日とすべきところ、同年５月１日

と誤って届け出たため納付していないと思われるとしていることから、その

結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年４月分の保険料について納入の

告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 さらに、申立期間②に係る保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、申立

期間に行われるべき事業主による健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算

定基礎届及びこれに基づく定時決定や事業主による申立てどおりの資格取得

届などのいずれの機会においても、社会保険事務所で申立人に係る記録の処

理を誤るとは考え難いことから、事業主が、昭和 45 年１月５日を厚生年金

保険の資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る

昭和 44 年５月から 44 年 12 月までの保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 



 

山形厚生年金 事案 178 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ株式会社における資格取得日に

係る記録を昭和 30 年 10 月 21 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 4,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年 10月 21日から 31年５月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、申

立期間について厚生年金保険に加入していた事実が無い旨の回答をもらっ

た。 

しかし、私は、昭和 30年７月にＡ株式会社Ｂ工場に中途採用され、３か

月の見習期間を経て同年 10 月 21 日に本採用になり、同時に厚生年金保険

にも加入したと思うので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であ

ったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の被保険者記録、申立人が所持している人事発令記録の写し及び

申立てに係る事業所の人事情報システム資料により、申立人がＡ株式会社に

昭和 30 年 10 月 21 日に本採用され、平成 11 年１月 31 日まで継続して勤務

していたことが認められる。 

また、当該事業所では、「申立人については、本採用時期が確認でき、そ

の時の給与から厚生年金保険料の控除があったものと思われる。また、申立

てどおりの資格取得及び標準報酬月額に関する届出を行っていなかったもの

と思われる。」旨供述している。 



 

さらに、申立人と同様、当該事業所において中途採用された者３人に照会

したところ、１人（申立人の本採用から２年後に採用）は、「本採用になっ

た月から厚生年金保険に加入している。」旨供述しており、当該同僚につい

ては、社会保険庁の記録上、本採用になった時期に厚生年金保険に加入して

いることが確認できるとともに、この同僚以外の２人についても、おおむね

本採用時から厚生年金保険に加入していることから、中途採用者については、

おおむね本採用時から厚生年金保険に加入させていた状況がうかがわれる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 31 年５月の社会保険事務

所の記録から、4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行について、事業

主は、資格取得日を昭和 30 年 10 月 21 日とすべきところ、31 年５月１日と

誤って届け出たため納付していないと思われるとしていることから、その結

果、社会保険事務所は、申立人に係る 30 年 10 月から 31 年４月の保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



                    

  

山形厚生年金 事案 179 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 34年４月１日から同年 10月６日まで 

           ② 昭和 39年８月１日から 40年２月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、申

立期間について厚生年金保険に加入していた事実が無い旨の回答をもらっ

た。 

しかし、私は、Ａ株式会社には、申立期間①も含め昭和 31 年８月から

38 年４月７日に被保険者資格を喪失するまで引き続き勤務していた。また、

申立期間②についても、株式会社Ｂに営業課長として勤務していた。いず

れの期間についても、給与明細等、証拠となるものは持っていないが、厚

生年金保険に未加入とされていることに納得がいかないので、再調査をお

願いする。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していたとする事業所は、申立期間当時、厚生年金保険の適

用事業所であったことが確認できるとともに、申立期間②に係る事業所の役

員及び元同僚の供述により、期間の特定はできないものの申立人が同事業所

に勤務していたことは推認できる。 

しかし、両申立期間について厚生年金保険料が控除されていたことを示す

給与明細書等の関連資料が無い上、申立人から聴取しても保険料控除につい

ての記憶が定かではなく、事業主により給与から保険料が控除されていた事

実は確認できない。 

また、申立期間①に係る事業所では、当時の資料が無く、申立人の勤務状

況、資格取得・喪失の届出状況は不明と回答し、申立期間②に係る事業所は、

平成 16 年７月 24 日に適用事業所ではなくなっているとともに、同事業所の



                    

  

事業主は、既に死亡している上、事業主の家族からも、当時の資料は処分し

残っていない旨の回答を得ており、申立てを裏付ける供述等は得られなかっ

た。 

さらに、申立期間①に係る同僚（申立人と同様に被保険者期間が連続して

いない）は、「当時は、成績次第で待遇が変わることがあった。一定の成績

にならないと正社員から委任社員に変わり、固定給から出来高になり、厚生

年金保険から外され、保険料も控除されていなかった。外勤の人に多かっ

た。」旨供述している。 

加えて、申立期間②に係る事業所の健康保険厚生年金保険被保険者原票上、

健康保険の整理番号に欠番が見られないことから、申立人の記録が欠落した

ものとは考え難い上、複数の元同僚は、「当時は、試用期間が３か月から６

か月ほどあり、すぐには厚生年金保険に加入できなかった。私には、３か月

の試用期間があった。」旨供述しているが、これら同僚の当該事業所におけ

る厚生年金保険の加入記録を見ると、同事業所に入社後直ちに厚生年金保険

に加入しておらず、２か月から３か月後に同事業所の被保険者資格を取得し

ていることが確認できる。 

その上、複数の同僚から申立期間当時、当該事業所に勤務していたとして

名前の挙がった者が３人いるが、いずれも当該事業所における厚生年金保険

の加入記録は見当たらない。 

このほか、申立人の両申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料、周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、両申立期間に係る厚生年金保険料を

各事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                    

  

山形厚生年金 事案 180 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 31年４月 21日から同年 10月 21日まで 

           ② 昭和 32年４月 21日から同年 10月 21日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、申

立期間について厚生年金保険に加入していた事実が無い旨の回答をもらっ

た。 

    しかし、私は、申立期間についてＡ株式会社に勤務し、農家に対する生

産指導員をしていたので、厚生年金保険の加入記録が無いのは納得がいか

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していたとする事業所は、申立期間当時、厚生年金保険の適

用事業所であったことが確認できるとともに、申立期間②については、申立

てに係る事業所から提出された失業保険被保険者名簿の記録により、申立人

が同事業所に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、両申立期間について、厚生年金保険料が控除されていたことを示

す給与明細書等の関連資料が無い上、申立人から聴取しても保険料控除等に

ついての記憶が定かではなく、事業主により給与から保険料を控除されてい

た事実は確認できない。 

   また、当該事業所は昭和 36 年４月 10 日に厚生年金保険の適用事業所では

なくなっており、同事業所の後継事業所に照会しても、「申立期間当時の人

事記録等の関連資料が既に処分されているため、申立人に係る申立期間当時

の厚生年金保険の加入状況は不明である。」旨回答しており、当時の担当者

の所在が不明なことから、申立てを確認できる関連資料等を得ることはでき

なかった。 



                    

  

さらに、社会保険事務所が保管している当該事業所の健康保険厚生年金保

険被保険者名簿上、両申立期間当時、同事業所において厚生年金保険の被保

険者であった者６人に照会し、４人から回答を得たが、回答のあった４人は

いずれも申立人が勤務していたことを憶えておらず、このうち２人は農家指

導員の存在を承知していない旨供述しており、申立てを確認できる供述等は

得られなかった。 

   加えて、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿上、健康保険の

整理番号に欠番が見られないことから、申立人の記録が欠落したものとは考

え難い。 

   なお、当該事業所の人事担当者は、「短期指導員とは半年の契約者で社会

保険には加入ならず、長期指導員とは通年の契約者であるが、すぐに社会保

険には加入にならないようであり、厚生年金保険の加入基準については当時

の資料が無いので不明である。」旨供述しており、申立てを裏付ける供述等

は得られなかった。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は無い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、両申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


